
 

 江府町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の一部を改正しました 
  

平成２８年１２月の「部落差別の解消の推進に関する法律」制定を受け、その趣旨を踏まえて本

町条例の一部改正を行いました。 

 改正箇所は、以下のとおりです。（改正箇所は、太字で掲載しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「教育の充実」や「実態調査の実施時期」を定めるとともに、 

「相談体制の整備」についても項目を追加することで人権・同和 

問題の解決に向けて更なる充実を図っていきます。 

（目的） 

第 1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理

念、同和対策審議会答申の精神及び部落差別の解消の推進に関する法律（平成２８年法律

第１０９号）の目的及び基本理念に基づき、町の責務、町民の責務、並びに町の施策等、必

要な事項を定め、町民一人ひとりの参加により部落差別撤廃とあらゆる差別をなくし、人

権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（町の施策等） 

第 4条 町は、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくするために必要な環境改善対策に関する事業を

迅速かつ計画的に実現させるとともに社会福祉の充実、職業の安定、産業の振興、教育文

化の向上、啓発活動等に関する施策を積極的に推進するものとする。 

2 前項を推進するため、町は、町民の人権意識の高揚を図るうえで啓発推進団体の活用、指

導者の育成など、関係団体との連携を密にするとともに、教育の充実に努め、自立向上の

意欲を助長するよう配慮するものとする。 

（実態調査等） 

第 5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、１０年に１回の実態調査を行うもの

とする。但し、必要な場合はその限りではない。 

（相談体制の整備） 

第 7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、町民の人権に関する問題について相

談に応じるための相談窓口を置き、相談者への助言及び国・県及び関係機関と連携した相

談者への支援を行う等、相談体制の整備に努めるものとする。 

 

 


